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研究成果の概要（和文）：　本研究の目的はパブリックセクターにおける最適資源の配分に必要な成果指標について、
公会計、公監査及び租税（法人税）の視点から総合的に検討することである。わが国のパブリックセクターにおいては
、財政状況の悪化と少子高齢化に対応することが喫緊の課題となっている。この課題を克服するにあたっては、資源を
効果的かつ有効に配分することが求められている。
　本研究では多角的な視点から成果指標に係わる研究を総合的に行うことにより、政府会計の理論構築の精緻化に資す
るものである。

研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to consider performance indicators for optimal 
resource allocation from the viewpoints of governmental accounting, governmental auditing and the 
taxation (especially corporate taxation). It has been urgent for the public sector to address the issues 
on financial deterioration, aging population and low birth rate in Japan. In solving these issues, we 
need to allocate scarce financial resources efficiently and effectively. This research is to contribute 
to an elaboration in constructing the theory for governmental accounting through, studying performance 
indicators from multi-viewpoint studies.
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１．研究開始当初の背景 
本研究の学術的な背景については、以下の

4つの観点から説明することができる。 
 
（1）業績監査・行政評価の実施と成果指標
の比較可能性の確保 
わが国のパブリックセクターにおいては、業
績監査および行政評価を実施しており、その
もとでは、独自に開発された成果指標が活用
されている。とはいえ、そこで開発された成
果指標は統一的な指標ではないことから、比
較可能性に欠けていることが問題点として
指摘される。（石川恵子『地方自治体の業績
監査』中央経済社、2010 年）。予算配分に適
用可能な成果指標を開発するにあたっては、
比較可能性を確保することが必要である。 
 
（2）発生主義会計よるコスト情報に基づく
成果指標の検討 
パブリックセクターの予算配分に成果指

標を活用していくうえで、欠かせないのは、
成果指標を発生主義によるコスト情報に基
づいて検討することである。発生主義会計に
よるコスト情報の意義・活用については、従
前より、議論がなされ、検討されている。（大
塚成男「地方公共団体における財務会計制度
改革－複式簿記による内部管理機能の拡充」
『地方財務』第 706 号、2006 年、2～15 頁）。
更に加えて、発生主義会計によるコスト情報
については世代間負担の公平性の観点から、
単年度予算のみならず、中長期計画に対応し
て、活用することがより利便的であることも
指摘されている（齋藤真哉「公会計制度への
発生主義概念の援用～その意味と可能性」
『国際公会計学会第 14 回全国大会要旨集』、
2011 年 9月 3日）。 
 
（3）成果指標の予算編成への連携の検討 
パブリックセクターの次年度の予算編成

における現状の課題は、決算書あるいは行政
評価の結果、すなわち「過年度の成果」が反
映されていないことから、これを反映させる
ことによって、有効かつ効果的に予算を配分
していくことである（山本清『「政府会計」
改革のビジョンと戦略』中央経済社、2005 年）。
もとより、最適な資源配分にとって、予算配
分と過年度の成果がリンクしていることが
必須であることが指摘されている。 
 
（4）成果指標の一形態としての租税支出レ
ポートの検討 
カナダでは、租税支出のレポートの意義に

ついては、政府の予算審議における資源再配
分に関する有用な資料としての位置付けが
なされている（古田美保「法人関連政策税制
の効果分析手段としての租税支出レポート」
『甲南経営研究』第 51 巻第 3 号、2011 年 2
月、54 頁）。 
わが国では租税支出レポートが導入され

ていないが、租税支出レポートを成果指標の

一形態としてみなした場合に、有効かつ効果
的な予算配分の潜在的な可能性を備えるも
のと考える。 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、パブリックセクターにお

ける最適資源の配分に必要な成果指標につ
いて、公会計、公監査及び租税の視点から総
合的に研究することにある。 
すなわち、パブリックセクター（特に地方自
治体）における標準的な成果指標の策定とそ
の実用化に向けて、現状と課題を①制度と実
務の側面から検討し、②理論的な整合性を検
討している。そのもとでの研究のアプローチ
は、公会計、公監査及び租税の視点から包括
的に行うものである。 
 
３．研究の方法 
 
（1）ヒアリング調査 
パブリックセクター（特に地方自治体）に

おける業績監査の実施状況を把握するため
に、主たる研究方法として、ヒアリング調査
を実施した。これにより、①業績監査の理論
と実務の間に存在する乖離とその乖離の原
因について明らかにし、そして②どのような
体制を整備すれば解消することができるの
かを検討した。 
 

（2）文献調査 
 先行研究のレビュー及び海外の業績監査
の実施状況を確認するために文献調査を実
施した。その結果、欧米諸国（英国・米国）
において、業績監査及び業績指標の監査の実
施の背景には、情報を作成するために必要な
内部統制の整備が行われていることを確認
した。 
 
（3）研究会の実施 
本研究では、公会計、公監査及び租税の視

点から包括的に検討していくことを目的と
していたことから、年に 3回研究会を実施す
ることにより、研究者間の意見交換を行い、
検討を図った。 
 
４．研究成果 
 
（1）地方自治体の監査委員監査制度におけ
る業績監査の理論と実務 
地方自治体の監査委員監査の主たる業務

である決算審査については、2 つの見解があ
る。それは、①計数の検査と法令への準拠性
に限定されるという消極的見解と、②消極的
見解に加えて業績監査の視点が必要である
という積極的見解である。 
これに関連して、本研究では、わが国の監

査委員監査制度における実務では、業績監査
は、決算審査ではなく、むしろ定期監査で実
施される傾向があることを確認した。そして、



そのもとでの成果測定の方法は、コスト情報
と成果情報との比較によるものであった。 
 

（2）業績監査を実施するうえでの問題 
実務上、決算審査において業績監査を実施

することを困難にしている原因について、本
研究では以下の 2点から検討した。①業績監
査は行政評価あるいは政策評価との境界線
があいまいであること、②決算審査は 9月議
会に向けて意見書を提出することが義務づ
けられ、決算審査の実施期間が短いこと、で
ある。 
①先行研究のレビュー及び海外の業績監

査の実施状況、そして実態調査から明らかな
ことは、業績監査が政策評価あるいは行政評
価と極めて類似性が高く、必ずしも明確な違
いが説明されていないことである。決算審査
は政策評価ではないことから、業績監査の観
点からの実施にあたっては慎重にならざる
を得ない状況という見解もみられた。 
②決算審査の意見報告書は、9 月議会に提

出することが義務づけられている。このこと
は、制度上、監査委員の決算審査に携わる審
査期間が十分に確保されているとは言い難
い状況であることを意味するものである。ま
た、この期間は財政健全化判断比率の審査と
も重なっている。 
 
（3）業績監査の実施に向けての内部統制の
整備の必要性 
決算審査において業績監査を実施するた

めには、決算審査に関係する不正・誤謬等を
未然に防ぐ仕組み、すなわち内部統制を整備
することが必要になることを検討した。もっ
とも、現状では、ほとんどの地方自治体にお
いて、内部統制が未整備の段階にあることを
明らかにした。 
 
（4）発生主義会計に基づくコスト情報の必
要性 
成果指標の検討にあたっては、発生主義会

計によるコスト情報が必要不可欠である。と
はいえ、制度上、発生主義会計によるコスト
情報の作成が義務づけられていなことから、
東京都、大阪府、町田市、そして吹田市等を
除いては、作成されていない状況がみられた。
これに関連して、発生主義会計に基づく情報
の有用性についての検討が必要であること
を明らかにした。 
 
（5）租税支出レポートの情報提供機能 
発生主義と総額主義を重視する公会計に

おいて、租税支出がどのように表示されるの
であれば、情報提供機能の向上に寄与しうる
かについて検討した。 
 
（6）今後の展望と課題 
 パブリックセクター（特に地方自治体）に
おける標準的な成果指標の策定とその実用
化に向けては、①内部統制の整備及び運用と

②発生主義会計に基づくコスト情報の有用
性の議論が必要不可欠である。 
① 地方自治体の内部統制の整備及び運用     
現在、地方自治体においては、内部統制の

整備状況が未整備であるものの、いくつかの
地方自治体においては、監査委員監査制度の
監査との連携を視野にいれた整備がなされ
つつある。こうした状況に鑑みて、今後、監
査委員の監査と内部統制については、役割分
担に係わる議論が必要になると考える。 
 
②発生主義会計に基づくコスト情報の有用
性に係わる議論 
平成 26 年 4 月に「地方公会計に関する新

たな統一基準」が公表されたことを受けて、
地方自治体は、複式簿記と発生主義を採用し
た会計システムを導入することが義務づけ
られた。更に加えて、地方自治体は固定資産
台帳を作成することも義務づけられている。
これらの情報は成果指標と対比するうえで
の基礎情報となることから、その有用性につ
いての検討が重要になる。 
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